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令和８年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

 令和８年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、令和８年３月５日付け（日医

発第 1912号（保険））「令和８年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について」

等により、逐次ご連絡申し上げているところであります。

今般、厚生労働省より、下記の令和８年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の訂

正に関する事務連絡が、別添のとおり発出されましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険

の「診療報酬改定に関する情報 令和８年度」に掲載を予定しております。

記

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

（令和８年３月５日保医発 0305第６号）（別添１）

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（令和８年３月５日保医発 0305第７号）（別添２）

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（令和８年３月５日保医発 0305第８号）（別添３）

・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」

（令和８年３月５日保医発 0305第３号）（別添４）

・「特定保険医療材料の定義について」

（令和８年３月５日保医発 0305第４号）（別添５）

・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」

（令和８年３月 27日保医発 0327第２号）（別添６）

・「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及

び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項につい

て」の一部改正について」

（令和８年３月 27日保医発 0327第６号）（別添７）



・「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」 （令

和８年３月 27日保医発 0327第７号）（別添８） 

 

【添付資料】 

令和８年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について（令 8.5.29 事

務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



事 務 連 絡  

令和８年５月 29日 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 (部 ) 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

令和８年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 

 

下記の通知について、それぞれ別添１から別添８までのとおり訂正しますので、

その取扱いについて周知徹底を図られますよう、お願いいたします。 

また、令和８年３月５日付官報（号外第 46 号）及び令和８年３月 27 日付官報（号

外第 71 号）に掲載された令和８年度診療報酬改定に伴う関係告示については、別添

９のとおり、官報掲載事項の訂正が行われる予定ですので、あらかじめお知らせし

ます。 

 

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第６号）（別添１） 

・「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第７号）（別添２） 

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第８号）（別添３） 

・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第３号）（別添４） 

・「特定保険医療材料の定義について」 

（令和８年３月５日保医発 0305 第４号）（別添５） 

・「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 

（令和８年３月 27 日保医発 0327 第２号）（別添６） 

・「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示

事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施

上の留意事項について」の一部改正について」 

（令和８年３月 27 日保医発 0327 第６号）（別添７） 

・「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正につい

て」 

（令和８年３月 27 日保医発 0327 第７号）（別添８） 


